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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
八
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
山
片
所
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

小
山
片
所
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

町
田
市
小
山
町
字
二
十
一
号
及
び
小
山
ヶ
丘
三
丁
目
の
各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

町
田
市
小
山
町
五
千
番
地
六

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
八
月
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
八
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

文
京
区
湯
島
一
丁
目
二
百
一
番
一
の
一
部

及
び
同
番
二
十
七

令
和
二
年
七
月
十

四
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
大
阪
府
豊
中
市
及
び
熊
本
県
熊
本
市
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
七
月
二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
八
月
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
平
山
三
丁
目
五
番
二
及
び

同
番
二
地
先

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

日
野
市
高
幡
四
百
八
十
八
番
三
、

四
百
九
十
番
、
同
番
二
、
四
百
九

十
一
番
一
、
同
番
三
の
一
部
及
び

大
字
新
井
九
百
二
十
九
番

八
王
子
市
元
本
郷
町
三
丁
目
十

五
番
八
号

株
式
会
社
プ
ラ
イ
ム
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

小
俣

茂

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
五
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

三
六
五
〇

有
限
会
社

西
東
京
設

武
居

雄

国
分
寺
市
本

多
四
丁
目
十

平
成
二
十

七
年
六
月

備

八
番
二
号

二
十
七
日

四
〇
九
九

株
式
会
社

オ
ザ
ワ
総

合
設
備

神
尾
ひ
と
み

稲
城
市
長
峰

二
丁
目
三
十

一
番
地
の
二

十
七

平
成
三
十

年
五
月
三

十
一
日

四
五
六
六

株
式
会
社

エ
ム
・
ケ

イ
企
画

松
原

明
慶

葛
飾
区
西
亀

有
一
丁
目
二

十
六
番
十
七

号

令
和
二
年

三
月
三
十

一
日

三
二
二
六

入
江
設
備

工
業
所

入
江

武
正

練
馬
区
石
神

井
町
八
丁
目

二
十
一
番
十

七
号

同
年
五
月

二
十
一
日

五
九
二
九

パ
ブ
リ
ッ

ク
サ
ー
ビ

ス
株
式
会

社

平
井

保
子

八
王
子
市
子

安
町
四
丁
目

十
番
十
号

同
月
三
十

一
日

四
六
六
四

内
外
サ
ー

ビ
ス
株
式

会
社

中
島

茂
雄

調
布
市
富
士

見
町
二
丁
目

二
十
一
番
地

十
六

同
年
六
月

一
日

五
二
四
六

株
式
会
社

山
陽
プ
ラ

ン
ト

俵

秀
史

神
奈
川
県
横

浜
市
鶴
見
区

駒
岡
一
丁
目

八
番
十
八
号

同
月
十
日

一
〇
〇
二

二

河
村
設
備

工
業

河
村

泰
一

八
王
子
市
長

房
町
二
百
三

十
番
地
四
十

同
月
二
十

四
日

発 行
東

京
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東
京
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